
 

 

平成２９年１０月６日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室 

 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 

 

 以下の農薬は、平成２９年１１月８日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第17120号 ロディーくん煙顆粒 フェンプロパトリンくん煙剤 住友化学（株） 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回、使用制限となる変更部分のみ ) 】 

・作物名「ぶどう」を削除する。 

 

【 適 用 表 （今回、使用制限となる変更部分のみ ) 】  

【 変 更 前 】  

作物名 適用場所 
適用病 

害虫名 
使用量 

くん煙 

時間 
使用時期 

本剤の 

使用回数 

使

用 

方

法 

ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ 

を含む 

農薬の 

総使用回数 

ぶどう 

温室､ 

ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ等 

の密閉 

できる場所 

ﾊﾀﾞﾆ類 

くん煙室容積

100m3 

(床面積50㎡ 

×高さ2m) 

当り20～30g 

通常 

10～15時間 

収穫7日 

前まで 
2回以内 

く

ん

煙 

4回以内 

(噴射は2回以内､ 

散布及びくん煙 

は合計2回以内) 

 

【 変 更 後 】  

（ 削 除 ）  

 

【 申請者による変更理由 】 

現在の登録内容の維持に必要な試験成績の整備に経費と時間を要するため。 

 

 


